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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キー挿入孔（１４）を中心部に有する横断面円形のロータ（１３）が固定のシリンダボ
ディ（１２）に回動可能に嵌合され、
　前記ロータ（１３）の一直径線（Ｌ）の両側もしくは片側に配置されて前記ロータ（１
３）の外面に両端を開口するタンブラー挿入孔（１８，１９，２０，２１，２２，２３，
２４，２５，２６）が、前記ロータ（１３）の軸線に直交する平面内で前記キー挿入孔（
１４）の一部と交差しつつ前記ロータ（１３）の軸線方向に間隔をあけた複数箇所に設け
られ、
　前記一直径線（Ｌ）に沿う両端部の一方に係合部（４７）を有する複数のハーフタンブ
ラー（２９，３０，３１，３２，３３，３４，３５，３６，３７）が、前記係合部（４７
）を前記ロータ（１３）の外面から突出させる係合位置ならびに前記キー挿入孔（１４）
への正規のメカニカルキー（１５）の挿入に応じて前記係合部（４７）を前記タンブラー
挿入孔（１８～２６）内に退避させる係合解除位置間で移動することを可能として前記タ
ンブラー挿入孔（１８～２６）にそれぞれ挿入され、
　前記ハーフタンブラー（２９～３７）および前記ロータ（１３）間に、前記ハーフタン
ブラー（２９～３７）を前記係合位置側に付勢するばね（３８，３９，４０，４１，４２
，４３，４４，４５，４６）がそれぞれ設けられ、
　前記シリンダボディ（１２）の上部側壁および下部側壁の内面に、前記係合位置にある
前記ハーフタンブラー（２９～３７）の前記係合部（４７）を挿入、係合せしめるように
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しつつ前記ロータ（１３）の軸線方向に沿って延びる係止凹部（４９，５０，５１，５２
）が設けられるシリンダ錠において、
　前記タンブラー挿入孔（１８～２６）の、前記ハーフタンブラー（２９～３７）に前記
ロータ（１３）の軸線方向の両側から対向する第１の内側面（５４，６４）が、前記ハー
フタンブラー（２９～３７）に近接、対向して該ハーフタンブラー（２９～３７）の移動
方向に延びるガイド部（５５，６５）と、前記ハーフタンブラー（２９～３７）の移動方
向に延びて前記ロータ（１３）の外面に両端を開口する逃げ通路（５９，７０）を前記ハ
ーフタンブラー（２９～３７）との間に形成するようにして前記ハーフタンブラー（２９
～３７）との間のクリアランスを前記ガイド部（５５，６５）よりも大きくした通路形成
部（５７，６８）とを少なくとも有するように形成されて、前記逃げ通路（５９，７０）
が、前記ハーフタンブラー（２９～３７）および前記メカニカルキー（１５）が相互に接
触する部分の少なくとも一部を通るようにして前記キー挿入孔（１４）の側縁部を横切り
、
　前記タンブラー挿入孔（１８～２６）の、前記第１の内側面（５４，６４）と直交する
第２の内側面（７２，７３）が、前記一直径線（Ｌ）に沿う前記タンブラー挿入孔（１８
～２６）の両端部において、前記ハーフタンブラー（２９～３７）に左右から近接、対向
することを特徴とするシリンダ錠。
【請求項２】
　前記タンブラー挿入孔（１８～２６）の前記内側面（５４，６４）が、前記ガイド部（
５５；６５）と、前記ハーフタンブラー（２９～３７）に近接、対向して該ハーフタンブ
ラー（２９～３７）の移動方向に延びる１または複数の他のガイド部（５６；６６，６７
）とを、前記ハーフタンブラー（２９～３７）の移動方向と直交する方向に間隔をあけて
有するように形成されることを特徴とする請求項１記載のシリンダ錠。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キー挿入孔を中心部に有する横断面円形のロータが固定のシリンダボディに
回動可能に嵌合され、前記ロータの一直径線の両側もしくは片側に配置されて前記ロータ
の外面に両端を開口するタンブラー挿入孔が、前記ロータの軸線に直交する平面内で前記
キー挿入孔の一部と交差しつつ前記ロータの軸線方向に間隔をあけた複数箇所に設けられ
、前記一直径線に沿う両端部の一方に係合部を有する複数のハーフタンブラーが、前記係
合部を前記ロータの外面から突出させる係合位置ならびに前記キー挿入孔への正規のメカ
ニカルキーの挿入に応じて前記係合部を前記タンブラー挿入孔内に退避させる係合解除位
置間で移動することを可能として前記タンブラー挿入孔にそれぞれ挿入され、前記ハーフ
タンブラーおよび前記ロータ間に、前記ハーフタンブラーを前記係合位置側に付勢するば
ねがそれぞれ設けられ、前記シリンダボディの上部側壁および下部側壁の内面に、前記係
合位置にある前記ハーフタンブラーの前記係合部を挿入、係合せしめるようにしつつ前記
ロータの軸線方向に沿って延びる係止凹部が設けられるシリンダ錠に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、たとえば特許文献１で開示されるように、キー挿入孔を中心部に有するロータの
軸線方向に間隔をあけた複数箇所に、キー挿入孔の一部と交差するタンブラー挿入孔が設
けられ、シリンダボディの内面に設けられる係止凹部に係合し得る係合部を有するととも
に係合部を係止凹部に係合する側にばね付勢されたハーフタンブラーが、キー挿入孔への
正規のメカニカルキーの挿入に応じて係合部を係止凹部から離脱させるようにして前記タ
ンブラー挿入孔に挿入されるようにしたシリンダ錠が既に知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特許第３６７６６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、上記特許文献１で開示されたシリンダ錠では、ハーフタンブラーの両側面に
対向するタンブラー挿入孔の内側面が、ハーフタンブラーの側面に近接、対向するように
して平面状に形成されており、キー挿入孔内に侵入した塵埃や、ハーフタンブラーおよび
メカニカルキーの接触によって生じる摩耗粉等の異物が、タンブラー挿入孔の内側面およ
びハーフタンブラーの側面間に挟まってしまい、ハーフタンブラーの円滑な作動が阻害さ
れる可能性がある。
【０００５】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、キー挿入孔からタンブラー挿入孔
内に侵入した異物をシリンダボディの係止凹部側に逃がすようにしてハーフタンブラーの
円滑な作動を保証するようにしたシリンダ錠を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、
キー挿入孔を中心部に有する横断面円形のロータが固定のシリンダボディに回動可能に嵌
合され、前記ロータの一直径線の両側もしくは片側に配置されて前記ロータの外面に両端
を開口するタンブラー挿入孔が、前記ロータの軸線に直交する平面内で前記キー挿入孔の
一部と交差しつつ前記ロータの軸線方向に間隔をあけた複数箇所に設けられ、前記一直径
線に沿う両端部の一方に係合部を有する複数のハーフタンブラーが、前記係合部を前記ロ
ータの外面から突出させる係合位置ならびに前記キー挿入孔への正規のメカニカルキーの
挿入に応じて前記係合部を前記タンブラー挿入孔内に退避させる係合解除位置間で移動す
ることを可能として前記タンブラー挿入孔にそれぞれ挿入され、前記ハーフタンブラーお
よび前記ロータ間に、前記ハーフタンブラーを前記係合位置側に付勢するばねがそれぞれ
設けられ、前記シリンダボディの上部側壁および下部側壁の内面に、前記係合位置にある
前記ハーフタンブラーの前記係合部を挿入、係合せしめるようにしつつ前記ロータの軸線
方向に沿って延びる係止凹部が設けられるシリンダ錠において、前記タンブラー挿入孔の
、前記ハーフタンブラーに前記ロータの軸線方向の両側から対向する第１の内側面が、前
記ハーフタンブラーに近接、対向して該ハーフタンブラーの移動方向に延びるガイド部と
、前記ハーフタンブラーの移動方向に延びて前記ロータの外面に両端を開口する逃げ通路
を前記ハーフタンブラーとの間に形成するようにして前記ハーフタンブラーとの間のクリ
アランスを前記ガイド部よりも大きくした通路形成部とを少なくとも有するように形成さ
れて、前記逃げ通路が、前記ハーフタンブラーおよび前記メカニカルキーが相互に接触す
る部分の少なくとも一部を通るようにして前記キー挿入孔の側縁部を横切り、前記タンブ
ラー挿入孔の、前記第１の内側面と直交する第２の内側面が、前記一直径線に沿う前記タ
ンブラー挿入孔の両端部において、前記ハーフタンブラーに左右から近接、対向する
ことを第１の特徴とする。
【０００７】
　また本発明は、第１の特徴の構成に加えて、前記タンブラー挿入孔の前記内側面が、前
記ガイド部と、前記ハーフタンブラーに近接、対向して該ハーフタンブラーの移動方向に
延びる１または複数の他のガイド部とを、前記ハーフタンブラーの移動方向と直交する方
向に間隔をあけて有するように形成されることを第２の特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の第１の特徴によれば、タンブラー挿入孔の内側面の一部を構成するガイド部が
、ハーフタンブラーに近接、対向してハーフタンブラーの移動方向に延びるとともに、同
じく通路形成部が、ハーフタンブラーの移動方向に延びてロータの外面に両端を開口する
逃げ通路をハーフタンブラーとの間に形成し、この逃げ通路が、ハーフタンブラーおよび
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メカニカルキーが相互に接触する部分の少なくとも一部を通るようにしてキー挿入孔の側
縁部を横切るので、ハーフタンブラーの係合位置および係合解除位置間でのハーフタンブ
ラーの移動をガイド部でガイドすることを可能としつつ、ハーフタンブラーおよびメカニ
カルキーが相互に接触する部分の少なくとも一部を通るようにしてキー挿入孔の側縁部を
横切る逃げ通路で、キー挿入孔内に侵入した塵埃や、ハーフタンブラーおよびメカニカル
キーの接触によって生じる摩耗粉等の異物を下方に落下させ、シリンダボディの内面に設
けられる係止凹部側に排出することができるから、前記異物がタンブラー挿入孔の内側面
およびハーフタンブラーの側面間に挟まることを防止し、ハーフタンブラーの円滑な作動
を保証することができる。
【０００９】
　また本発明の第２の特徴によれば、タンブラー挿入孔の内側面は、ハーフタンブラーの
移動方向と直交する方向に間隔をあけた複数箇所にガイド部を有するように形成されるの
で、異物がガイド部およびハーフタンブラーの側面間に挟まることを極力回避しつつ、ハ
ーフタンブラーの移動をガイドすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態を示すものであってシリンダ錠の分解斜視図である。
【図２】メカニカルキーの非挿入状態でのシリンダ錠の第３係合位置での横断面図である
。
【図３】メカニカルキーの挿入状態でのシリンダ錠の第３係合位置での横断面図である。
【図４】図３の４－４線断面図である。
【図５】図３の５－５線断面図である。
【図６】第２の実施の形態を示すものであってメカニカルキーの挿入状態での図２に対応
したシリンダ錠の横断面図である。
【図７】図６の７－７線断面図である。
【図８】図６の８－８線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を、添付の図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　本発明の第１の実施の形態について図１～図５を参照しながら説明すると、先ず図１お
よび図２において、このシリンダ錠は、シリンダ孔１１を有する固定のシリンダボディ１
２と、横断面円形に形成されて前記シリンダ孔１１に回動可能に嵌合されるロータ１３と
を備え、ロータ１３の中心部には、ロータ１３の一端面に一端を開口した有底のキー挿入
孔１４が、該ロータ１３の軸線方向に沿って延びるようにして設けられる。
【００１３】
　ロータ１３の軸線方向に間隔をあけた複数箇所、この実施例では、第１～第５係合位置
Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５の５箇所で、ロータ１３をシリンダボディ１２に係合する
ことが可能であり、そのような係合状態ではシリンダボディ１２に対するロータ１３の回
動が阻止される。またキー挿入孔１４に正規のメカニカルキー１５を挿入すると、ロータ
１３のシリンダボディ１２との係合が解除され、前記メカニカルキー１５の操作によりロ
ータ１３をシリンダボディ１２内で回動駆動することができる。
【００１４】
　図３を併せて参照して、前記メカニカルキー１５は、横断面形状を長方形状として一直
線状に延びるキー主部１５ａの後端に操作部１５ｂが一体に連設されて成るものであり、
キー主部１５ａの両面の先端側中央部には、その先端側両面の両側を切込むことにより突
部１６，１７が形成される。それらの突部１６，１７は、キー主部１５ａの長手方向に沿
って移動するにつれて形状が順次変化するものであり、両突部１６，１７は、相互に同一
の形状を有すものであっても、相互に異なる形状を有するものであってもよい。
【００１５】
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　前記ロータ１３には、ロータ１３の一直径線Ｌの両側もしくは片側に配置されてロータ
１３の軸線に直交する平面内で両端をロータ１３の外面に開口するタンブラー挿入孔が、
前記キー挿入孔１４の一部と交差しつつ前記ロータ１３の軸線方向に間隔をあけた複数箇
所すなわち第１～第５係合位置Ｐ１～Ｐ５の５箇所に設けられるものであり、第３係合位
置Ｐ３において、ロータ１３には、ロータ１３の一直径線Ｌの両側に配置されてロータ１
３の軸線に直交する平面内で両端をロータ１３の外面に開口する一対のタンブラー挿入孔
２１，２２が前記キー挿入孔１４の一部と交差するようにして設けられ、両タンブラー挿
入孔２１，２２相互間には、ロータ１３の一直径線Ｌ上でキー挿入孔１４を挟む位置に配
置される一対の隔壁２７，２８が形成される。
【００１６】
　前記両タンブラー挿入孔２１，２２には、前記一直径線Ｌに沿う両端部の一方に係合部
４７，４７を有するハーフタンブラー３２，３３が、図２で示すように前記係合部４７，
４７を前記ロータ１３の外面から突出させる係合位置と、図３で示すように前記キー挿入
孔１４への正規のメカニカルキー１５の挿入に応じて前記係合部４７，４７を前記タンブ
ラー挿入孔２１，２２内に退避させる係合解除位置との間で移動することを可能としてそ
れぞれ挿入され、前記ハーフタンブラー３２，３３および前記ロータ１３間に設けられて
前記ハーフタンブラー３２，３３を前記係合位置側に付勢するばね４１，４２が、前記タ
ンブラー挿入孔２１，２２内にそれぞれ収容される。
【００１７】
　ロータ１３における第２、第４および第５係合位置Ｐ２，Ｐ４，Ｐ５においても、上記
第３係合位置Ｐ３と同様にして、ロータ１３の一直径線Ｌの両側に配置されてロータ１３
の軸線に直交する平面内で両端をロータ１３の外面に開口するタンブラー挿入孔１９，２
０；２３，２４；２５，２６が、前記キー挿入孔１４の一部と交差するようにして設けら
れ、それらのタンブラー挿入孔１９，２０；２３，２４；２５，２６にハーフタンブラー
３０，３１；３４，３５；３６，３７がそれぞれ挿入され、タンブラー挿入孔１９，２０
；２３，２４；２５，２６内に収容されるばね３９，４０；４３，４４；４５，４６が、
それらのハーフタンブラー３０，３１；３４，３５；３６，３７および前記ロータ１３間
にそれぞれ設けられる。
【００１８】
　また第１係合位置Ｐ１において前記ロータ１３には、該ロータ１３の一直径線Ｌの片側
に配置されてロータ１３の軸線に直交する平面内で両端をロータ１３の外面に開口する単
一のタンブラー挿入孔１８が前記キー挿入孔１４の一部と交差するようにして設けられ、
このタンブラー挿入孔１８に挿入されるハーフタンブラー２９および前記ロータ１３間に
、前記タンブラー挿入孔１８内に収容されるようにしてばね３８が設けられる。
【００１９】
　一方、前記シリンダボディ１２の上部側壁および下部側壁の内面には、ロータ１３の回
動位置が中立位置にある状態で前記各タンブラー挿入孔１８；１９，２０；２１，２２；
２３，２４；２５，２６の両端に対応する一対ずつ２組の係止凹部４９，５０；５１，５
２が、対をなす両係止凹部４９，５０；５１，５２の一方に前記ハーフタンブラー２９；
３０，３１；３２，３３；３４，３５；３６，３７の係合部４７…を挿入、係合せしめる
ことを可能として設けられる。
【００２０】
　図４および図５を併せて参照して、第３係合位置Ｐ３における一対のタンブラー挿入孔
２１，２２の一方２１のハーフタンブラー３２に両側から対向する第１の内側面５４，５
４は、前記ハーフタンブラー３２に近接、対向して該ハーフタンブラー３２の移動方向に
延びる第１のガイド部５５，５５と、前記ハーフタンブラー３２の移動方向に延びて前記
ロータ１３の外面に両端を開口する第１の逃げ通路５９，５９を前記ハーフタンブラー３
２との間に形成するようにして前記ハーフタンブラー３２との間のクリアランスを第１の
ガイド部５５…よりも大きくした第１の通路形成部５７，５７とを少なくとも有するよう
に形成されており、前記第１の逃げ通路５９，５９が、ハーフタンブラー３２およびメカ
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ニカルキー１５が相互に接触する部分の少なくとも一部を通るようにしてキー挿入孔１４
の側縁部を横切っている。またこの実施の形態では、前記タンブラー挿入孔２１の前記第
１の内側面５４…が、第１のガイド部５５…と、前記ハーフタンブラー３２に近接、対向
して該ハーフタンブラー３２の移動方向に延びる第２のガイド部５６，５６とを、前記ハ
ーフタンブラー３２の移動方向と直交する方向に間隔をあけて有するように形成され、第
１および第２のガイド部５５…，５６…相互間において前記第１の内側面５４…は、第１
の逃げ通路５９…と同様に前記ハーフタンブラー３２の移動方向に延びるとともに前記ロ
ータ１３の外面に両端を開口する第２の逃げ通路６０，６０を前記ハーフタンブラー３２
との間に形成するようにして前記ハーフタンブラー３２との間のクリアランスを第１およ
び第２のガイド部５５…，５６…よりも大きくした第２の通路形成部５８，５８を有する
。
【００２１】
　また第２の通路形成部５８…は、コイル状であるばね４１を収容するための円弧状の湾
曲部５８ａを一部に有するように形成される。
また、前記タンブラー挿入孔２１の、前記第１の内側面５４…と直交する第２の内側面７
２，７２は、前記一直径線Ｌに沿う前記タンブラー挿入孔２１の両端部において、前記ハ
ーフタンブラー３２に左右から近接、対向するように形成される。
【００２２】
　第３係合位置Ｐ３における他方のタンブラー挿入孔２２の内側面、ならびに第１、第２
、第４および第５係合位置Ｐ１，Ｐ２，Ｐ４，Ｐ５における前記タンブラー挿入孔１８～
２０，２３～２６の内側面も前記第３係合位置Ｐ３の前記タンブラー挿入孔２１の内側面
と同様に形成される。
【００２３】
　次にこの第１の実施の形態の作用について説明すると、タンブラー挿入孔１８～２６の
ハーフタンブラー２９～３７に両側から対向する内側面５４…が、ハーフタンブラー２９
～３７に近接、対向して該ハーフタンブラー２９～３７の移動方向に延びる第１のガイド
部５５…と、前記ハーフタンブラー２９～３７の移動方向に延びてロータ１３の外面に両
端を開口する第１の逃げ通路５９…を前記ハーフタンブラー２９～３７との間に形成する
ようにして前記ハーフタンブラー２９～３７との間のクリアランスを第１のガイド部５５
よりも大きくした第１の通路形成部５７…とを少なくとも有するように形成され、前記第
１の逃げ通路５９…が、ハーフタンブラー２９～３７およびメカニカルキー１５が相互に
接触する部分の少なくとも一部を通るようにしてキー挿入孔１４の側縁部を横切るので、
キー挿入孔１４内に侵入した塵埃や、ハーフタンブラー２９～３７およびメカニカルキー
１５の接触によって生じる摩耗粉等の異物を、第１の逃げ通路５９…から下方に落下させ
、シリンダボディ１２の内面に設けられる係止凹部４９，５０；５１，５２のうち下方の
係止凹部５０，５２に排出することができるので、前記異物がタンブラー挿入孔１８～２
６の内側面５４…およびハーフタンブラー２９～３７の側面間に挟まることを防止し、ハ
ーフタンブラー２９～３７の円滑な作動を保証することができる。
【００２４】
　またタンブラー挿入孔１８～２６の前記内側面５４…が、第１のガイド部５５…と、前
記ハーフタンブラー２９～３７に近接、対向して該ハーフタンブラー２９～３７の移動方
向に延びる第２のガイド部５６…とを、前記ハーフタンブラー２９～３７の移動方向と直
交する方向に間隔をあけて有するように形成されるので、異物が第１および第２のガイド
部５５…，５６…およびハーフタンブラー２９～３７の側面間に挟まることを極力回避し
つつ、ハーフタンブラー２９～３７の移動をガイドすることができる。
【００２５】
　本発明の第２の実施の形態について図６～図８を参照しながら説明するが、上記第１の
実施の形態に対応する部分には同一の参照符号を付して図示するのみとし、詳細な説明は
省略する。
【００２６】
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　第３係合位置Ｐ３における一対のタンブラー挿入孔２１，２２の一方２１のハーフタン
ブラー３２に両側から対向する第１の内側面６４，６４は、前記ハーフタンブラー３２に
近接、対向して該ハーフタンブラー３２の移動方向に延びる第１のガイド部６５，６５と
、前記ハーフタンブラー３２の移動方向に延びてロータ１３の外面に両端を開口する第１
の逃げ通路７０，７０を前記ハーフタンブラー３２との間に形成するようにして前記ハー
フタンブラー３２との間のクリアランスを第１のガイド部６５…よりも大きくした第１の
通路形成部６８，６８とを少なくとも有するように形成され、前記第１の逃げ通路７０，
７０が、ハーフタンブラー３２およびメカニカルキー１５が相互に接触する部分の少なく
とも一部を通るようにしてキー挿入孔１４の側縁部を横切っており、またこの実施の形態
では、前記タンブラー挿入孔２１の前記第１の内側面６４…が、第１のガイド部６５…と
、前記ハーフタンブラー３２に近接、対向して該ハーフタンブラー３２の移動方向に延び
る第２および第３のガイド部６６，６６；６７，６７とを、前記ハーフタンブラー３２の
移動方向と直交する方向に間隔をあけて有するように形成される。
【００２７】
　第２のガイド部６６…は、前記ロータ１３の一直径線Ｌ上に配置された一対の隔壁２７
，２８に連なるようにしつつ前記キー挿入孔１４で２つに分断される位置に配置され、前
記タンブラー挿入孔２１の前記第１の内側面６４…は、第１および第２のガイド部６５…
，６６…間に第１の通路形成部６８…を有するように形成され、第１の逃げ通路７０…は
、第１および第２のガイド部６５…，６６…間で前記タンブラー挿入孔２１の前記第１の
内側面６４…およびハーフタンブラー３２間に形成される。
【００２８】
　また第３のガイド部６７…は、前記タンブラー挿入孔２１の外側面に連なる位置に配置
されており、前記タンブラー挿入孔２１の前記第１の内側面６４…は、前記ハーフタンブ
ラー３２との間のクリアランスを第１～第３のガイド部６５…，６６…，６７…よりも大
きくした第２の通路形成部６９，６９を第１および第３のガイド部６５…，６７…間に有
するように形成され、前記ハーフタンブラー３２の移動方向に延びるとともにロータ１３
の外面に一端を開口する第２の逃げ通路７１…が、第１および第３のガイド部６５…，６
７…間で前記タンブラー挿入孔２１の前記第１の内側面６４…およびハーフタンブラー３
２間に形成される。
【００２９】
　また第２の通路形成部６９…は、コイル状であるばね４１を収容するために横断面円弧
状に形成される。
また、前記タンブラー挿入孔２１の、前記第１の内側面５４…と直交する第２の内側面７
３，７３は、前記一直径線Ｌに沿う前記タンブラー挿入孔２１の両端部において、前記ハ
ーフタンブラー３２に左右から近接、対向するように形成される。
【００３０】
　第３係合位置Ｐ３における他方のタンブラー挿入孔２２の内側面、ならびに第１、第２
、第４および第５係合位置Ｐ１，Ｐ２，Ｐ４，Ｐ５における前記タンブラー挿入孔１８～
２０，２３～２６の内側面も前記第３係合位置Ｐ３の前記タンブラー挿入孔２１の内側面
と同様に形成される。
【００３１】
　この第２の実施の形態によっても上記第１の実施の形態と同様の効果を奏することがで
きる。
【００３２】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を
行うことが可能である。
【符号の説明】
【００３３】
１２・・・シリンダボディ
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１３・・・ロータ
１４・・・キー挿入孔
１５・・・メカニカルキー
１８，１９，２０，２１，２２，２３，２４，２５，２６・・・タンブラー挿入孔
２９，３０，３１，３２，３３，３４，３５，３６，３７・・・ハーフタンブラー
３８，３９，４０，４１，４２，４３，４４，４５，４６・・・ばね
４７・・・係合部
４９，５０，５１，５２・・・係止凹部
５４，６４・・・第１の内側面
５５，５６，６５，６６，６７・・・ガイド部
５７，６８・・・通路形成部
５９，７０・・・逃げ通路
７２，７３・・・第２の内側面
Ｌ・・・一直径線
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